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令和８年（2026 年）４月 26 日

◆
令
和
８
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
予
算

◆
令
和
８
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
令
和
８
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
令
和
８
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
令
和
８
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

◆
令
和
８
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
会
計
予
算

※
以
上
６
件
の
予
算
議
案
に
つ

い
て
は
３
面
に
関
連
記
事
掲
載

に
基
づ
く
事
業
の
運
営
及
び
設

備
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
い
、
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
納
付
金
課
税
額
の
課
税
限

度
額
等
及
び
軽
減
措
置
を
定
め

る
と
と
も
に
、
低
所
得
者
世
帯

に
対
す
る
均
等
割
額
の
軽
減
基

準
額
を
引
き
上
げ
る
ほ
か
、
規

定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
介
護
福
祉
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
給
与
所
得
控
除
に
つ
い
て

最
低
保
障
額
が
引
き
上
げ
ら
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
一
部
被
保
険

者
の
所
得
段
階
に
移
動
が
生
じ

る
こ
と
か
ら
、
令
和
８
年
度
分

の
保
険
料
に
限
り
特
例
を
定
め

る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
消
防
団
員
等
公
務
災

害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る

損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政

令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
配
偶

者
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
加
算

額
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ

か
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で

す
。

◆
三
鷹
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

休
暇
取
得
へ
の
心
理
的
抵
抗

感
を
緩
和
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
休
暇
の
名
称
を
改
め
る

も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

管
理
職
の
職
務
の
困
難
化
や

高
度
化
を
踏
ま
え
管
理
職
給
与

を
見
直
す
と
と
も
に
、
自
転

車
、
自
動
車
等
の
交
通
用
具
を

使
用
し
て
通
勤
す
る
職
員
に
係

る
通
勤
手
当
を
見
直
す
ほ
か
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
公
示
事
項
に
つ
い
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

で
す
。

◆
三
鷹
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の

円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
手
数
料
を
徴
収

す
る
事
務
に
建
築
物
の
各
部
分

の
高
さ
に
関
す
る
特
例
許
可
申

請
の
審
査
事
務
を
追
加
す
る
ほ

か
、
引
用
す
る
同
法
及
び
建
築

基
準
法
施
行
令
の
条
項
番
号
等

を
改
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
後
期
高
齢
者
医
療
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
公
示
事
項
に
つ
い
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

も
の
で
す
。

◆
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等

◆
認
知
症
と
と
も
に
生
き
る
ま

ち
三
鷹
条
例

　

認
知
症
施
策
の
基
本
理
念
を

定
め
、
市
の
責
務
並
び
に
市
民

及
び
事
業
者
等
の
役
割
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
認
知
症

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

推
進
し
、
誰
も
が
安
心
し
て
自

分
ら
し
く
あ
り
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め

制
定
さ
れ
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
に
お
け
る
平
和
施
策

の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

条
例
の
題
名
を
改
め
る
と
と

も
に
、
平
和
事
業
に
平
和
文
化

の
振
興
及
び
顕
彰
を
追
加
し
、

三
鷹
市
平
和
の
日
を
定
め
、
平

和
に
関
す
る
顕
著
な
功
労
の
あ

っ
た
者
を
顕
彰
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
規
定

を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す

る
条
例

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
引
用
す
る
条
番
号
を
改

め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
行
政
手
続
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

行
政
手
続
法
の
一
部
改
正
を

踏
ま
え
、
不
利
益
処
分
の
対
象

者
等
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場

合
の
通
知
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
閲
覧
す
る

◆
令
和
７
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
の
専

決
処
分
に
つ
い
て

　

令
和
８
年
１
月
23
日
に
衆
議

院
の
解
散
が
予
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
衆
議
院
議
員
選
挙

及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民

審
査
に
係
る
早
急
な
予
算
措
置

の
必
要
が
生
じ
ま
し
た
が
、
特

に
緊
急
を
要
す
る
た
め
議
会
を

招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い

こ
と
か
ら
、
令
和
８
年
１
月
19

日
、
市
長
に
お
い
て
専
決
処
分

を
行
っ
た
も
の
で
す
。

◆
令
和
７
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
14
億
７
千
128
万
６
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
920
億
１ 

千
820
万
８
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
繰
越
明
許
費
の
補
正
を
行 

う
も
の
で
す
。
主
な
内
容
は
、 

歳
出
予
算
で
は
、
み
た
か
デ
ジ

タ
ル
商
品
券
事
業
費
の
計
上
、

低
所
得
者
支
援
給
付
金
給
付
事

業
費
の
計
上
、
保
育
施
設
等
物

価
高
騰
対
策
支
援
事
業
費
の
増

額
、
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援

手
当
支
給
事
業
費
の
計
上
等
を

行
う
も
の
で
す
。
歳
入
予
算
で

は
、
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
増

額
、
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援

手
当
支
給
事
業
費
補
助
金
と
同

事
務
費
補
助
金
の
計
上
、
子
ど

も
家
庭
支
援
区
市
町
村
包
括
補

助
金
の
増
額
等
を
行
う
も
の
で

す
。 市

長
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

条
　
例

補
正
予
算

人
事
・
そ
の
他

第
１
回
臨
時
会

可
決
し
た

　
　
議
案

第
１
回
定
例
会

可
決
し
た

　
　
議
案

市
長
提
出
議
案

◆
令
和
７
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
15
億
３
千
760
万
８
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
935
億
５ 

千
581
万
６
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
繰
越
明
許
費
の
補
正
を
行

う
も
の
で
す
。
主
な
内
容
は
、

歳
出
予
算
で
は
、
総
務
費
で
、

財
政
調
整
基
金
積
立
金
の
増

額
、
ま
ち
づ
く
り
施
設
整
備
基

金
積
立
金
の
増
額
、
平
和
基
金

積
立
金
の
増
額
等
、
民
生
費

で
、
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
繰
出
金
の
増
額
、
健
康
福
祉

基
金
積
立
金
の
増
額
等
、
衛
生

費
で
、
環
境
基
金
積
立
金
の
増

額
等
、
公
債
費
で
、
市
債
償
還

元
金
の
増
額
を
行
う
も
の
で

す
。
歳
入
予
算
で
は
、
個
人
市

民
税
・
法
人
市
民
税
・
固
定
資

産
税
の
増
額
、
株
式
等
譲
渡
所

得
割
交
付
金
の
増
額
、
地
方
消

費
税
交
付
金
の
増
額
、
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
シ
ス
テ
ム
整

備
費
補
助
金
の
増
額
、
土
地
売

払
収
入
の
減
額
等
を
行
う
も
の

で
す
。

◆
令
和
７
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
２
億
３
千
476
万
８
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
55
億
６ 

千
717
万
５
千
円
と
す
る
も
の

で
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
補
正
予
算
に
合
わ

せ
て
増
額
を
行
う
も
の
で
す
。

当
初
予
算

◆
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料

の
軽
減
措
置
を
引
き
続
き
実
施

す
る
こ
と
に
伴
い
、
令
和
８
年

度
及
び
令
和
９
年
度
の
２
年
間

の
時
限
措
置
と
し
て
、
審
査
支

払
手
数
料
相
当
額
、
財
政
安
定

化
基
金
拠
出
金
相
当
額
、
保
険

料
未
収
金
補
塡
分
相
当
額
、
保

険
料
所
得
割
額
減
額
分
相
当
額

及
び
葬
祭
費
相
当
額
を
関
係
市

区
町
村
の
一
般
財
源
か
ら
負
担

金
と
し
て
支
弁
す
る
こ
と
と
す

る
も
の
で
す
。

◆
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　

河
並　

祐
幸
（
再
任
）

◆

高
額
療
養
費
制
度
の
負
担
上

限
引
上
げ
の
撤
回
を
求
め
る
意

見
書

　

患
者
が
治
療
費
を
抑
制
し
、

必
要
な
治
療
を
諦
め
て
し
ま
う

こ
と
は
命
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
。
思
い
が
け
ず
大
病
を
患
っ

た
り
、
事
故
に
遭
う
こ
と
は
、

誰
に
で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
際
の
自
己
負
担
が

上
が
る
こ
と
は
国
民
の
不
安
を

増
大
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
た

め
、
引
上
げ
は
見
直
す
べ
き
で 

あ
る
。よ
っ
て
、本
市
議
会
は
、 

国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
高
額

療
養
費
制
度
の
負
担
上
限
引
上

げ
の
撤
回
を
求
め
る
。

◆

学
費
値
上
げ
を
回
避
し
、
奨

学
金
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め

の
緊
急
措
置
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
、
政
府 

及
び
東
京
都
に
対
し
、
学
生
の

学
び
と
生
活
を
保
障
す
る
た

め
、次
の
事
項
を
要
請
す
る
。
(1) 

大
学
の
学
費
値
上
げ
を
回
避
す

意
見
書（
要
旨
）

る
た
め
の
緊
急
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。
(2)
文
科
省
令
が
定
め
る

国
立
大
学
の
授
業
料
標
準
額
を

引
き
下
げ
る
こ
と
。
(3)
貸
与
奨

学
金
に
つ
い
て
、
無
利
子
奨
学

金
の
拡
充
や
有
利
子
奨
学
金
の

金
利
引
下
げ
を
進
め
る
と
と
も

に
、
返
還
免
除
、
返
還
猶
予
、

減
額
返
還
制
度
の
対
象
要
件
や

所
得
基
準
、
利
用
可
能
期
間
の

緩
和
、
拡
充
な
ど
に
よ
り
、
返

済
負
担
の
一
層
の
軽
減
を
図
る

こ
と
。
(4)
２
０
２
０
年
か
ら
導

入
さ
れ
た
給
付
型
奨
学
金
な
ど

の
修
学
支
援
制
度
の
対
象
、
支

給
額
を
拡
充
す
る
こ
と
。
(5)
東

京
都
と
し
て
貸
与
奨
学
金
利
子

分
の
支
援
や
給
付
型
奨
学
金
の

実
施
な
ど
を
行
う
こ
と
。

◆

子
ど
も
の
権
利
の
実
効
性
向

上
と
支
援
体
制
の
充
実
を
求
め

る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
子
ど
も
の
権
利
保

障
の
実
効
性
を
一
層
高
め
る
た

め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
取
組

の
充
実
を
図
る
よ
う
求
め
る
。

(1)
子
ど
も
の
権
利
保
障
に
関
す

る
施
策
に
つ
い
て
、
全
国
的
な

指
針
の
充
実
及
び
運
用
状
況
の

検
証
を
図
る
こ
と
。
(2)
国
レ
ベ

ル
に
お
い
て
、
子
ど
も
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ナ
ー
制
度
を
含
む
、
子
ど

も
の
権
利
保
障
全
体
を
専
門
的

に
把
握
、
検
証
す
る
独
立
性
の

高
い
第
三
者
的
機
能
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
具
体
的
な
検
討
を

進
め
る
こ
と
。
(3)
自
治
体
に
お

け
る
子
ど
も
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ

ン
制
度
の
充
実
及
び
設
置
促
進

に
向
け
、
財
政
的
、
技
術
的
支

援
の
強
化
を
図
る
こ
と
。
(4)
子

ど
も
の
意
見
表
明
及
び
参
加
の

機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
既
存

の
取
組
を
尊
重
し
つ
つ
、
行
政

及
び
学
校
現
場
の
実
情
に
配
慮

し
た
形
で
、
そ
の
実
効
性
向
上

に
資
す
る
方
策
の
充
実
を
図
る

こ
と
。

◆

幼
児
教
育
・
保
育
施
設
に
お

け
る
給
食
費
負
担
の
在
り
方
の

検
証
及
び
軽
減
措
置
の
充
実
を

求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
次
の
事
項
を
求
め

る
。
(1)
幼
児
教
育
、
保
育
施
設

に
お
け
る
給
食
費
の
負
担
状
況

に
つ
い
て
全
国
的
な
実
態
を
検

証
す
る
こ
と
。
(2)
物
価
動
向
及

び
子
育
て
世
帯
の
負
担
実
態
を

踏
ま
え
、
公
平
か
つ
持
続
可
能

な
負
担
軽
減
措
置
の
在
り
方
を

整
理
す
る
こ
と
。
(3)
負
担
軽
減

を
進
め
る
場
合
に
は
、
自
治
体

に
過
度
な
財
政
負
担
が
生
じ
な

い
制
度
設
計
及
び
財
源
措
置
を

検
討
す
る
こ
と
。

決
　
議

◇
中
東
地
域
の
平
和
的
解
決
を

求
め
る
決
議

　

２
０
２
６
年
２
月
28
日
、
ア

メ
リ
カ
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
が
イ

ラ
ン
に
対
す
る
軍
事
攻
撃
を
開

始
し
、
民
間
人
の
死
傷
が
報
じ

ら
れ
た
。
そ
れ
を
機
に
、
双
方

に
よ
る
軍
事
攻
撃
は
中
東
諸
国

に
広
が
り
、
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
を

含
め
、
中
東
情
勢
は
極
め
て
深

刻
な
危
機
に
あ
る
。
い
か
な
る

理
由
で
あ
ろ
う
と
も
武
力
に
よ

る
対
立
の
激
化
は
民
間
人
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
す
も
の
で

あ
り
、
国
際
秩
序
を
破
壊
さ
せ

る
行
為
は
許
さ
れ
な
い
。
国
際

社
会
は
、
平
和
的
な
解
決
に
向

け
て
最
大
限
の
努
力
を
重
ね
る

べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
市

議
会
は
、
関
係
各
国
に
対
し
、

こ
れ
以
上
の
軍
事
行
動
を
直
ち

に
停
止
し
、
対
話
と
外
交
に
よ

る
平
和
的
解
決
を
求
め
、
民
間

人
の
保
護
と
平
和
の
安
定
確
保

に
最
大
限
努
め
る
こ
と
を
強
く

求
め
る
。


